
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内燃機関のためのエアフィルタと吸気管路であって、フィルタケーシング（１０，１１）
と、該フィルタケーシングに配置されたエアフィルタ挿入体（１２）と、エアフィルタを
内燃機関 に固定するための結合部材（１８）と、エアフィルタと吸気管路との
間の弾性的な結合装置とを有している形式のものにおいて、
前記結合部材が弾性的な結合部材（１８）であって、該結合部材がほぼ中空シリンダの形
状を有していて、前記結合部材の外周に環状の突き刺し個所（２３，２４，２５）が設け
られていて、エアフィルタのフランジ（１７）が、前記環状の突き刺し個所のうち１つの
突き刺し個所（２３）内に延びていることを特徴とするエアフィルタと吸気管路。
【請求項２】
その他の環状の突き刺し個所（２４，２５）が、フランジ（１７）のための前記突き刺し
個所（２３）よりも深い半径方向の深さを有している、請求項１記載のエアフィルタ

。
【請求項３】
弾性的な結合部材（１８）が、吸気管路の収容部（１９）にスナップ嵌合している、請求
項１又は２記載のエアフィルタ 。
【請求項４】
弾性的な結合部材（１８）が、吸気管路の収容部（１９）に挿入されていて、ねじフラン
ジ（２０，２１）によって固定されている、請求項１又は２記載のエアフィルタ
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【発明の詳細な説明】
本発明は請求項１の上位概念に記載の形式のエアフィルタに関する。ドイツ連邦共和国実
用新案第１９６０５３１号明細書により、内燃機関、コンプレッサ、及びその他の空気吸
入機器のためのエアフィルタが公知である。このエアフィルタのフィルタケーシングは、
清浄空気通路に、及び場合によっては粗空気流入通路にフレキシブルに接続されている。
フィルタケーシングは、互いに間隔を置いて不動に配置されたフォーク状の２つのばねク
ランプを支持している。このばねクランプは、組み付けケーシング又は別の車両部分に配
置されているゴム部分に係合し、これによりエアフィルタケーシングを位置固定する。
このような装置の欠点は、このような結合方法が車両の内燃機関においては十分な安全性
を提供しないということにある。特に陸上車両では、比較的大きな振動や衝突が予想され
る。こうしたことにより、場合によっては、ばねクランプがゴム部分から飛び出してしま
う恐れがある。この場合、エアフィルタはその後、結合導管によってしか保持されないこ
とになる。
さらにドイツ連邦共和国実用新案第１８０７２８８号明細書により、ノイズ消音器と組み
合わされた吸気エアフィルタが公知である。フィルタケーシングには、専ら弾性的な成形
部品から成る保持部材が設けられている。フィルタケーシング壁には切欠が設けられてい
て、保持部材支持部にも切欠が設けられている。これらの切欠に前記の弾性的な成形部品
が係合して嵌まり込む。
このような装置においても欠点がある。即ち、特に激しい振動又は衝突により、フィルタ
ケーシングが固定部から引き離され、エンジンにおける損傷をひきおこす恐れがあるとい
うことである。
本発明の課題は、弾性的かつ確実に固定フランジに配置することができ、簡単に形成でき
るようなエアフィルタを提供することにある。
この課題は本発明によれば、請求項１の特徴部により解決された。
本発明の主な利点は、弾性的な結合部材が同時に２つの作用を担っていることにある。１
つには、内燃機関によって生ぜしめられる振動の減衰ということであり、また１つには、
エアフィルタケーシング全体及び清浄空気側のシール部の確実な固定ということである。
このために、ほぼ中空シリンダの形状を有した弾性的な結合部材には環状の突き刺し個所
が設けられており、この場合、これらの突き刺し個所の少なくとも１つにエアフィルタの
フランジが突入する。この突き刺し個所により結合部材の弾性が正確に得られ、これによ
り結合部材には最良の減衰特性が与えられる。
本発明の構成によれば、その他の環状の突き刺し個所は半径方向の深さが比較的大きい。
これにより減衰効果がさらに改善され、極めて強い振動振幅の場合でも減衰を行う。
結合部材の固定は、有利な構成によるとスナップ結合によって行われる。このために選択
的には、結合部材がねじフランジに固定されていてもよい。スナップ結合は組付けを特に
簡単にし、ねじフランジによる結合の利点は、エアフィルタの取り外しが、対応する工具
によってしか行えないということにある。
本発明の有利な構成の別の特徴は、請求の範囲、明細書、図面に記載されている。個々の
特徴は、それ単独で又は、ほかの特徴と組み合わせた形で、本発明及びほかの分野で実現
される。
次に図面につき本発明の実施例を詳しく説明する。
第１図は、エアフィルタの断面図を、
第２図は、弾性的な結合部材の形状を示す図である。
第１図に示したエアフィルタは、ケーシング下側部１０と、カバー１１と、このケーシン
グ下側部１０とカバー１１との間に緊定されたエアフィルタ挿入体１２とから成っている
。このエアフィルタ挿入体１２は例えばジグザグ状に折り畳まれたフィルタペーパから成
っていて、その端面に発泡させられて固着された端部プレート１３，１４を有している。
ケーシング下側部１０には粗空気流入部１５が配置されている。カバーはケーシング下側
部１０に、緊締閉鎖部材１６によって固定されている。
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ケーシング下側部１０は、接続領域でフランジ１７を有している。このフランジ１７は弾
性的な結合部材１８の真ん中の溝若しくは真ん中の突き刺し個所にまで延びている。この
弾性的な結合部材１８は、清浄空気流出管片１９に被せ嵌められていて、固定フランジ２
０によって保持されている。固定フランジ２０はねじ２１，２２によって位置固定されて
いる。
固定フランジ２０を配置するかわりに、清浄空気流出管片１９に係止エレメントが設けら
れていてもよい。この係止エレメントは例えばうろこ状で、清浄空気流出管片１９の収容
領域との、結合部材１８の接触領域の形状である。
第２図は結合部材１８の拡大図を示している。ここでは、フランジ１７が配置された真ん
中の環状の突き刺し個所が示されている。外側の２つの突き刺し個所２４，２５は比較的
深い深さを有している。これにより、結合部材の真ん中の領域はより良好な弾性特性を有
することになる。突き刺し領域２４，２５の深さの変化によって、結合部材の弾性的な特
性が変化される。勿論、別の突き刺し個所が例えば、比較的小さな幅を有していてもよい
。これにより結合部材は、内燃機関によって生ぜしめられる振動を効果的に減衰するため
にも適する。
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